
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
民
栄
誉
章
等
に
つ
い
て
議
会
の
議
決
事
件
と
定
め
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
七
号
）（
広

聴
広
報
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
民
栄
誉
章
、
彩
の
国
特
別
栄
誉
章
及
び
彩
の
国
功
労
賞
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第

九
十
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
議
会
の
議
決
事
件
と
し
て
定
め
る
た
め
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

知
事
は
、
埼
玉
県
民
栄
誉
章
、
彩
の
国
特
別
栄
誉
章
及
び
彩
の
国
功
労
賞
を
贈
呈
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 


